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　「シンギュラリティ」（技術的特異点）とは、最近のスパコ
ン補助金不正疑惑で初めて聞いたかもしれないが、もとも
とは2005年に未来学者のレイ・カーツワイルが、人工知能
の分野がこのまま発展すれば「やがて人工知能が人間を
越える」と唱えてから議論が活発になってきた。
　シンギュラリティの特徴は、指数関数的な成長（＝倍々
ゲーム）と、普及に伴う継続的な性能向上やコスト低下

（「ムーアの法則」あるいは技術学習効果）にある。
　この指数関数の面白いが怖いところは、最初は目立た
ないようにじわじわと普及して、ある時点から爆発的に拡
大することだ。実データで見てみる。
　世界で風力発電の普及が始まったのは、1980年のデン
マークと米国カリフォルニア州だ。その後、1988年には実
質的にこの２カ国だけの風力発電で、世界の電力供給の
0.01%を発電した（以下、数字はいずれもBP統計）1。それ
が1998年には0.1%を越え、2008年には１％に到達し、2015
年には5%を供給した。10年でほぼ10倍というペースで拡
大してきた。
　太陽光発電はどうか。太陽光発電の本格的な普及は
1995年の日本からだ。電力会社の余剰電力購入メニュー
と国の半額補助が後押しした。その後、2002年には世界
の電力供給の0.01%に達し、2008年半ばには0.1%を越
え、2015年に１％を越えた。およそ6年半で10倍というペー
スは風力発電よりも速い。
　今起きている太陽光発電と風力発電がリードする世界
のエネルギー変革は、従来のメカニズムやスピードとは全く
異なる。直線的な変化ではなく指数関数的な変化だと捉
えるべきだ。
　指数関数の世界では、１％は100%の100分の1ではな

く、１％は100％への「中間点」である。1％までの「中間点」
までは従来の主流派に無視されるが、それを越えるあたり
から量的な拡大が急激に目立つようになるため、新規参
入者も既得権益による反発も一気に激しくなる。しかし、遅
かれ早かれ、従来の秩序や構造を根底から塗り替える

「破局的変化」は避けられない。これを「ソーラー・シンギュ
ラリティ」と呼ぶ。
　振り返ると、1990年頃までは「電源（パワー）の時代」
だった。経済成長のためのエネルギーを巡る論争で、原発
と化石燃料が主役であった。これに対して市民・環境派
は、大気汚染・事故・核廃棄物などの視点から抗ったが、
主要な対抗策は省エネに留まった。
　その後、パリ協定の2015年あたりまでは「気候の時代」
と呼びたい。気候変動問題がエネルギー政策の主役に躍
り出て、原発でCO2抑制という守旧派に対して、炭素税や
排出量キャップなど「政策」による抑制を狙ったが、結果と
して温室効果ガスは増大の一途を辿った。
　そして今、「太陽の時代」が訪れ、上の二つの時代から
主客が逆転した。今もなお経済成長（というより文明社会
の維持・発展）にエネルギーは欠かせず、気候変動問題も
大きな脅威である。
　しかし、風力発電やとりわけ太陽光発電は、最も安く早く
リスクも小さい電源だから指数関数的に成長してゆく。そ
れは、エネルギー安全保障のためでも「パリ協定」のため
でもないが、結果として、それらを「付随的」に解決しなが
ら、社会とエネルギーのあり方を根底からひっくり返そうとし
ている。
　今こそ、大局的な時代認識と大きな構想力が求められ
ている時だ。

ソーラー・シンギュラリティ
「電源（パワー）の時代」から「気候の時代」そして「太陽の時代」へ

飯田哲也（環境エネルギー政策研究所　所長）

1 http://www.bp.com/ja_jp/japan/report/bp-statistics.html

（出所：BP統計（2017）を元にISEP作成）



2

ソーラー・シンギュラリティ　 「電源（パワー）の時代」から「気候の時代」そして「太陽の時代」へ……………………………1
はじめに ……………………………………………………………………………………………………………………3
日本と世界の自然エネルギー………………………………………………………………………………………………4
太陽光 ……………………………………………………………………………………………………………………5
風 力 ………………………………………………………………………………………………………………………6
太陽熱 ……………………………………………………………………………………………………………………7
バイオマス…………………………………………………………………………………………………………………8
地熱……………………………………………………………………………………………………………………… 9
水力………………………………………………………………………………………………………………………10
投資および雇用…………………………………………………………………………………………………………11
国内の自然エネルギー政策の現状と課題………………………………………………………………………………12
自治体の自然エネルギー政策の課題 …………………………………………………………………………………14
電力系統への接続問題 …………………………………………………………………………………………………15
電力自由化と再エネ重視電力会社の選択〜パワーシフトの現状と課題〜 …………………………………………16
世界と日本の気候変動政策の動き ……………………………………………………………………………………18
トピックス①：100% 自然エネルギー世界プラットフォームと国内展開…………………………………………………20
トピックス②：自然エネルギーと社会的合意形成………………………………………………………………………21
トピックス③：ソーラーシェアリングの普及と進化 ………………………………………………………………………22
REN21「自然エネルギー世界白書2017」……………………………………………………………………………23
謝辞………………………………………………………………………………………………………………………24

認定NPO法人　環境エネルギー政策研究所（ISEP）
環境エネルギー政策研究所は持続可能なエネルギー政策の実現を目的とする、政府や産業界から独立した第
三者機関です。地球温暖化対策やエネルギー問題に取り組む環境活動家や専門家によって設立されました。
自然エネルギーや気候変動政策の推進のための国政への政策提言、地方自治体へのアドバイス、そして国際
会議やシンポジウムの開催等、幅広い分野で活動を行っています。また、欧米、アジアの各国とのネットワー
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　環境エネルギー政策研究所（ISEP）は、自然エネルギー
関連団体や専門家・研究者・市民団体など各方面の協
力を得て、2010年から日本のデータを再編集した「自然
エネルギー白書」を毎年発行してきた。本書はその最新
版「自然エネルギー白書2017」のサマリーで、「自然エ
ネルギー世界白書2017」（GSR2017）から世界の最新
状況と対比しながら、日本の自然エネルギーの最新状況
を一目でわかるかたちで整理している。

　この10年間の世界の自然エネルギーの成長は目覚まし
いものがある。風力発電は、2006年の7,400万kWから
2016年末の4億8,700万kWへと、およそ7倍も増加し、
世界全体の原子力発電所の設備容量を2015年には超え
た（図1）。太陽光発電は、2006年から2016年までの10
年間に世界全体の設備容量がおよそ48倍に急拡大して、
累積では2億9,100万kWに達している。

　2016年は、自然エネルギーによる発電設備の年間導入
量が世界全体で1億6,100万kWという記録的な拡大をし
たにもかかわらず、投資金額（2,416億米ドル）は前年か
ら23%も減少し、より少ない費用で自然エネルギーが導入
された。世界全体の自然エネルギーの累積の発電設備
容量は前年から約9%増加し、20億1,700万kWに達して
いる（大規模水力を含む）。太陽光発電は約47%も累積
の設備容量が増加し、風力発電は34％、水力発電も約
16％増加している。

　2015年に採択され、2016年11月に発効した「パリ協定」
では、今世紀後半には世界の温室効果ガスの排出量を
実質ゼロとする必要があり、100%自然エネルギー向けた
取り組みが進み始めている。世界のエネルギー起源CO2

排出量は、世界経済の3％の成長とエネルギー需要の増
加にもかかわらず、3年連続で同水準だった。石炭消費
量の減少と共に自然エネルギーの発電設備容量の増加と
エネルギー効率の改善が寄与している。

　日本の自然エネルギー市場は、2012年のFIT制度の
開始後5年が経過し、2017年3月末時点で認定後の未稼
働設備が6,000万kW以上に増加した。そのため、2017
年度からFIT制度が改正され、接続契約が前提となる
事業認定が既存設備を含めて適用されている。国内の
太陽光発電は、2015年のピークのあと2016年の新規導
入量は約20%減少したが、 2016年には860万kWが新規
に導入され、累積設備容量は4,280万kWとなったため、
ドイツを追い越して世界第2位となった（図2）。一方、太
陽光発電市場の縮小とコスト低下により、日本の2016年の
自然エネルギーへの投資額は前年から56％減少して144
億米ドル（約1.6兆円）で、世界第4位だった。この太陽
光発電市場の縮小は、主に電力系統への接続の制約など、
より厳しい導入条件への対応が必要になってきたためだと
考えられる。日本の電源構成に占める太陽光発電の発電
量の割合は、2016年度に4.8%となっており、わずか4年
間で6倍に達した。その中で、地域所有のご当地エネルギー
の太陽光発電は4.5万kW程度と推定されている。

　はじめに
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図 1: 世界の自然エネルギーおよび原子力の
発電設備容量のトレンド

（出所：GWEC,IRENA, IAEA データより ISEP 作成）
図 2: 日本の自然エネルギー発電設備容量の推移

（出所：ISEP 調査）
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日本と世界の自然エネルギー
■日本では自然エネルギーの発電量は 14.8% に（大規模水力含む）

■世界では自然エネルギーが最終エネルギー消費の 19.3%（2015 年推計）

■世界では自然エネルギーによる発電量が 24.5%（2016 年推計）

図 3：2016 年度のエネルギーミックス（発電量の比率）
（出所：資源エネルギー庁電力調査統計等よりISEP 作成）

図 4: 日本国内の自然エネルギーおよび原子力の発電量の推移
（出所：ISEP 調査）
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図 5: 世界の自然エネルギーの最終エネルギー消費への割合（出所：GSR2017）

図 6: 世界の自然エネルギーの
発電量の割合

（出所：GSR2017）

世界の自然エネルギー
の割合は19.3%と原子力
（2.3%）を大きく上回
る。近代的な自然エネル
ギーの割合10.2%のうち
熱利用が4.2%を占め、
水力発電が3.6%、他の
太陽光や風力発電等が
1.6%だった。

世界の発電量に占める自然エネ
ルギーの割合は24.5%で、約17%
は水力発電、風力発電は約4%
で、バイオマス発電が約2%、太陽
光発電が1.5%を占めている。
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太陽光発電は2016年度末までに累積の設備容量
が約4,000万kWにまで増加（系統接続の容量）。
2012年7月に始まった本格的なFIT制度により、5
年間で制度開始前の約7倍に達した。太陽光発電
による年間発電量は、2016年度に国内の発電量
の4.8%に増加したが、新規設備の系統への接続
の制限やFIT制度の改正などが行われている。
2016年の年間導入量は860万kW（太陽光パネル
容量）と前年から約20%減少したが、累積導入量
ではドイツを抜き中国に次ぐ世界第2位に。

太陽光
■国内での導入量が約 4,000 万 kW にまで増加（2016 年度末）

■世界では太陽光発電の年間導入量が 7,500 万 kW に達した（2016 年）
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■太陽光発電の累積導入量では日本が中国に次ぐ第 2 位になっている

図 8：世界の太陽光発電
の累積導入量の推移

（出所：GSR2017）

図 7: 日本の自然エネルギーによる発電設備容量
の推移（出所：ISEP 調査）

図 9 : 世界の太陽光発電の国別
導入量ランキング（2016 年）

（出所：GSR2017）

累積導入量（2016年末）
　3億300万kW

年間導入量（2016年）
　7,500万kW

累積導入量：
　1. 中国　77GW
　2. 日本　42GW
　3. ドイツ 41GW
　4. 米国　41GW

　※ 1GW=100万kW

※太陽光パネル容量ベース

（ギガワット）
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風力
■国内の風力発電の導入量は累積で約 340 万 kW で、年間 30 万 kW

■世界では風力発電の累積導入量が 4 億 8,700 万 kW

■中国では風力発電の導入量が累積で約1.7億kWに達し、年間2,000万kW以上
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2016年度末の累積の設備容量が338万
kWになったが、年間導入量はいまだ約
30万kWに留まる。環境アセスの手続き
が進められている案件は1,500万kW以上

（2017年11月末）。そのうち約600万kWが
FIT制度の設備認定済み（2016年度末）。

累積導入量：
　1. 中国　　169GW
　2. 米国  　 82GW
　3. ドイツ 　50GW
　4. インド 　29GW
　5. スペイン 23GW

　※ 1GW=100万kW

世界の風力発電の年間
導入量は5,500万kWに。
（2016年）

図 11：世界の風力発電の
累積設備容量の推移

（出所：GSR2017）

図 12：世界の風力発電の
国別累積導入量（2016 年）

（出所：GSR2017）

図 10：日本の風力発電の導入量
（出所：JWPA データ等より ISEP 作成）
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太陽熱
■立ち遅れた日本の自然エネルギー熱政策により太陽熱市場は縮小

■世界の太陽熱利用機器の累積導入量は増加し 10 年間で約 4 倍に

■世界の太陽熱利用機器の導入量では中国が 7 割以上の圧倒的なシェア
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世界合計

456 ギガワット熱

注：追加容量は総容量の増加を示している
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%成長率 2015年/2016年
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フラ
ンス中

国

日本では太陽熱利用機器の新規
導入が増えず、累積導入量は減少
傾向にある。

世界では、太陽熱利用機器の
導入が着実に進んでいる。
2006年からの10年間で約4倍
に増加。

太陽熱利用機器の導入量で
は、中国が圧倒的なシェアが
ある。中国の年間導入量は
27GW 熱で、第2位以下には
トルコ（1.5GW熱）やブラジル

（約1GW熱）などの新興国が
続く。デンマークでは、太陽
熱地域熱供給の設備が100カ
所を超える。日本の新規導入
量は世界第19位。

図 13: 日本の太陽熱機器の導入量
（出所：ISEP 調査）

図 14：世界の太陽熱利用
機器の累積導入量

（出所：GSR2017）

図 15：世界の太陽熱集熱
器の追加容量

（出所：GSR2017）
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バイオマス
■日本のバイオマス発電でも木質バイオマスを FIT 制度で導入し始めたが、燃料調達
　の課題が国内外であり、熱利用も進んでいない

■すべての最終エネルギー消費におけるバイオマスの割合は約 14%

■世界でもバイオマス発電の発電量は増加しているが、燃料の持続可能性が課題
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これまで廃棄物発電（一般廃棄物、産業廃
棄物）が主だったが、FIT制度により未利用
材や一般木質（輸入材やPKSなどの農業残
渣を含む）など木質系の発電設備が増え始
めている。調達する燃料の持続可能性や熱
利用の普及が課題。

バイオマスの需要先としては約9割を熱利用
が占める。6割は伝統的なバイオマス利用で
ある。発電用は約3%に過ぎない。輸送燃料
は約6%である。

バイオマス発電では、様々な
燃料が使われるが、特に海外
から木質ペレット、木質チッ
プやPKSなどを輸入する場
合、燃料の合法性・トレーサ
ビリティや持続可能性の認証
などが求められる。

図 16: 日本のバイオマス発電設備の
累積導入量（出所：ISEP 調査）

図 17: 世界のバイオマス発電および熱利用
の燃料別シェア（出所：GSR2017）

図 18: 世界のバイオマス発電の発電量 
（出所：GSR2017）
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地熱
■地熱資源に恵まれた日本の地熱発電は FIT 制度により新規の開発や導入が進み出した

■世界ではインドネシアやトルコなどで新規に地熱発電の導入が進んでいる

■世界では地中熱（ヒートポンプ）の利用が進んでおり、欧州では地域熱供給と組み
　合わせて利用され始めている。アイスランドや日本などの地熱資源が豊富な国では、
　地熱の直接利用が行われている
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2016年追加
2015年既存

日本では地熱発電の新規導入が2000年
以降停滞していたが、FIT制度により新
たな資源調査や開発が増えている。FIT
制度開始以降、約1.5万kWが新規に導入
され、2016年度は約5,000kWが新規に導
入された。特に小規模な温泉熱発電（バ
イナリー発電）の導入が九州を中心に進
んでいる。

世界の中では地熱資源
が豊富な米国、フィリピ
ン、インドネシアなどの
国々で地熱発電が導入
されている。日本の地
熱資源量は世界第 3 位
と言われているが、地
熱発電の累積導入量は
世界第 10 位。

図 20: 世界の地熱発電の国別累積導入量
（出所：GSR2017）

図 19: 日本の地熱発電の導入量
（出所：ISEP 調査）
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水力
■国内でも小水力発電の導入が進み始めている

■世界で最も導入が進んでいる自然エネルギーは水力発電で約 11 億 kW に達する。
　最も導入が進んでいる国は中国で、ブラジル、米国、カナダが続く

■中国では水力発電が 890 万 kW 新規に導入され、累積で 3 億 kW を超える
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中小水力の出力3万kW未満の設備がFIT制
度の対象となり、中小規模の水力発電の導入
が徐々に進んでいる。2016年度の新規導入量
は約7.9万kW（100件のうち84件は1,000kW
未満）。

世界では、少なくとも2,500万kWの水力発
電が新規に導入された（2016年）。揚水発
電も新規に600万kWほど新規に導入されて
いる。

日本でも大規模な水力発電を含
めて2,200万kW導入されており、
全発電量の8%程度を賄ってい
る。揚水発電も2,600万kW以上
導入されており、ピーク時の電力
供給の安定化を担っている。

図 21: 日本の中小水力発電の累積の導入件数
（出所：ISEP 調査）

図 22: 世界の水力発電の累積導入量シェア
（出所：GSR2017）

図 23: 世界の水力発電の
国別導入量

（出所：GSR2017）
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= 5万人

バイオエネルギー
（バイオマス、バイオ燃料、
 バイオガス）

地熱発電

水力発電
（小規模）

水力発電  
（大規模）

太陽エネルギー
（太陽光、太陽熱発電、
 太陽熱利用）

風力発電

   世界全体: 980 万人の雇用
830 万人+150 万人

自然エネルギー
（太陽光,風力,地熱,
小水力,バイオマス等）

送電網
運用者

（電力会社）

金融機関、企業
市民など

発電事業者

家庭

企業など

リターン出資

電力代金
（長期間の固定価格）

電力料金
（賦課金）

接続義務
優先給電

電力
（全量）

電力

（2016 ） 1.6 （UNEP）

4975

8025 kWh
570 kWh

雇用（2016年）
31万人（IRENA）

2.3 兆円 1.8 兆円

2.25 /kWh 2016 （ ）

投資および雇用
■日本では自然エネルギーへの投資額が 1.6 兆円（世界第 4 位）
　自然エネルギー分野の雇用が 31 万人（2016 年推計）

図 24:FIT 制度の仕組みと経済影響
（2016 年度）
（出所：ISEP 作成）

図 26: 世界の自然エネルギーの雇用者数（2016 年）（出所：GSR2017）

2016年の日本の自然エネルギーへ
の投資額は、前年から大幅に減少
して約1.6兆円となり、世界第4位の
市場規模（約8割が太陽光発電）。
雇用においては、2016年には太陽
光を中心に約31万人の雇用がある
と推計されている。

世界では、すでに化石燃料の発電
設備への投資額の2倍以上の投資
が自然エネルギーの発電に対して
行われている。
2016年は、太陽光発電などの発電
設備コストが低減したため、投資額
は前年比23%減少した。

雇用数：
　1. 中国 364万人
　2. ブラジル 88万人
　3. 米国 78万人
　4. インド 39万人
　5. ドイツ 33万人
　6. 日本 31万人

バイオエネルギー：280万人
太陽エネルギー：395万人
風力エネルギー：115万人
水力エネルギー：150万人

■世界では自然エネルギーへの投資額は 2,500 億ドルで前年比 23% 減少

■世界では自然エネルギーによる雇用が約 980 万人（2016 年）
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図 25: 世界の自然エネルギー投資額
（出所：GSR2017）
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（１）気候変動問題と自然エネルギー
　日本国内の自然エネルギーの割合は2010年度まで
は約10%で推移してきたが、2012年7月からスタート
したFIT制度により太陽光を中心に導入が進んだ結
果、2016年度の国内の全発電量（自家発電を含む）に
占める自然エネルギー（大規模水力を含む）の割合は
14.8％まで増加した（図27）。2011年3月の東日本大震
災および東京電力福島第一原発事故の影響により原
子力発電の割合は2014年度にはゼロとなり、2016年
度も2%未満となっている。一方、化石燃料を燃料と
する火力発電による発電量の割合は、2012年度以降
90%を超えたが、日本全体の発電量の減少と自然エ
ネルギーの増加により、火力発電の発電量が2013年
度以降には減少傾向にあり、CO2の排出量も2014年度
以降は減少している（図28）。2013年度以降、GDPは
少しずつ上昇しおり、経済成長に対して日本全体の
CO2排出量や発電量などのデカップリングが進み始
めていると考えられる。

　2015年7月に決定された「長期エネルギー需給見通
し」（エネルギーミックス）では、自然エネルギーの導
入目標を2030年に全発電量の22～24%（約250TWh）
としている。しかし、この導入目標の水準は、概ね30%
を超える欧州各国の2020年の導入目標と比べてもか
なり低く、3.11後の日本国内の状況や先行している欧
州での状況を十分に反映しているとは言えない。特
に風力発電や太陽光などの変動型の自然エネルギー
の導入量が電力系統への「接続可能量」を基に抑制さ
れている。一方、2014年度には、原発による年間発電
量の比率は初めてゼロとなったが、温室効果ガスの
排出量は前年度比で約3%減少した。これは、3.11後に
定着してきた省エネルギーと、FIT制度により導入
が進んできた自然エネルギーによる効果と考えられ、
2015年度以降も継続しているが、2016年度の減少は

前年度比1%未満だった。

（２）FIT制度の現状と課題
　東日本大震災と福島第一原発事故が起きた2011年3
月11日の午前中に法案が閣議決定され、2012年7月1
日に施行されたFIT制度が、運用開始から6年目を迎
え、太陽光を中心とした自然エネルギーの急速な普
及と共に多くの課題が見えてきている1。2017年4月か
らは、改正FIT法のもとでの事業認定制度がスター
トし、既設の設備についても2017年3月までの設備認
定（移行認定含む）は約１億1,400万kWに達している
が、そのうち78.5%を太陽光発電が占めている。その
うち実際に運転を開始している設備容量は約4,400万
kWで設備認定の約39%に留まっており、その87%を
太陽光発電が占めている（移行認定を含む。2017年3
月末）。このうち出力1MWを超えるいわゆるメガソー
ラーの設備認定は4,000万kW近くに達し、設備認定
全体の約36%を占めている。本来、発電設備の規模が
大きいほど設備の建設費用単価は下がり、事業の採
算性が高まるため、買取価格が10kW以上の太陽光で
一律の現状では大規模な事業への参入が極端に進ん
できたが、2017年度から2MW以上の太陽光に入札制
度が導入され、10月には第1回の入札が実施された2。
　FIT制度が開始されるまでに導入された太陽光発
電設備については、その大部分が出力10kW未満の住
宅用太陽光発電設備だった。しかし、2016年度末まで

国内の自然エネルギー政策の現状と課題

1 ISEP「FIT制度：平成29年度以降の買取価格および制度改善への提言」2017年2月10日 http://www.isep.or.jp/archives/library/9980
2 一般社団法人低炭素投資促進機構「第1回入札（平成29年度）の結果について」調達価格等算定委員会（第32回）資料3 , 2017年11月21日
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図28：2011年以降のエネルギー転換の指標の推移
（出所：ISEP調査）

図29：FIT制度による設備認定および導入状況
（2017年3月末、移行認定含む）
（出所：資源エネルギー庁データよりISEP作成）

図27：日本の電源構成（年間発電量）の推移
（出所：ISEP調査）
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にFIT制度による太陽光発電の導入量は3,845万kW
に達した（移行分を含む）が、そのうち、住宅用太陽光

（10kW 未満）は24.5% まで低下しており、非住宅用
（10kW以上）が75%以上を占めている。そのうち出力
1MW（1,000kW）を超えるメガソーラーの比率が29%
に達している。2016年度の1年間で623万kWの太陽
光発電設備が導入されたが、前年度から約3割減少し、
年間導入量は2014年度をピークに減少している。住
宅用太陽光の年間導入量は79万kWに留まる一方、
1MW以上のメガソーラーは248万kWが導入されて
いるが、大規模な開発に伴う問題が発生している（ト
ピックス②参照）。
　風力発電は、2016年度末で累積設備容量338万kW
となった。年間の導入量は2015年度には約16万kW
だったが、2016年度には年間30万kWと増加傾向にあ
る（図10）。風力発電は、FIT制度がスタートした2012
年度以降も、法的な環境アセスメント手続きの長期
化や電力系統の制約などで本格的な導入にはなお時
間がかかる状況となっている。2016年度末の時点で、
FIT制度の設備認定を受けていて運転を開始してい
ない設備は、約600万kW以上ある。さらに、環境アセ
スメントの手続きに入っている設備は、FIT設備認
定を受けた設備を含んで1,500万kW以上ある。しかし、
このうち1,000万kWは東北地方、300万kWは北海道
での事業計画であり、電力系統への接続が大きな課
題となっている。
　地熱発電は2000年以降の新規設備導入がない状況
が続いていたが、FIT制度の開始に伴い、2016年度に
は前年度に引き続き約5,000kWの地熱発電設備が導
入された。全国で多くの地熱の資源調査や開発計画
がスタートしており、自然公園内での規制緩和や温
泉事業者との合意形成などの課題解決が進められて
いる。
　バイオマス発電については、FIT制度開始以前は
一般廃棄物や産業廃棄物を中心とした廃棄物発電の
普及により設備容量が増えてきたが、FIT制度開始
以降は、国内の豊富な森林資源を活用する木質バイ
オマス発電の設備が増え始めている。特にFIT制度
で高い買取価格の対象となる間伐材などの「未利用
木材」については、これまでその多くがコスト面で利
用が困難だったが、原料調達のためのサプライチェー
ンの構築と共に、全国各地で出力5MWを超える比較
的大型のバイオマス発電の導入が始まっている。し
かし、実際には現状では未利用木材の調達はコスト
の面から難しいケースも多くあり、海外からの燃料

（PKS、パーム油も含む）などの「一般木質および農業
残渣」を燃料とするバイオマス発電設備の設備認定

が急増し、それらの合法性や持続可能性の確保が課
題となっている3。2016年度末までの「一般木質」の設
備認定は1,100万kWを超え、その7割以上がパーム椰
子由来の燃料を利用する計画となっている。
　小水力発電については、2017年3月末時点の設備認
定が約112万kWに達しているが、運転開始は約24万
kWと30%程度に留まっている。

（３）電力自由化と電力系統の課題
　日本でも、2016年4月から電力小売りの全面自由化
がスタートした。一般家庭や小規模事業所（低圧契約）
の消費者も、これまでの地域独占の大手電力会社以
外に、電力会社（小売電気事業者）を自由に選ぶこと
ができるようになった。自然エネルギーによる電気
を選ぶことができるようになると期待されているが、
そのためには様々な課題があることが明らかになっ
てきている。
　自然エネルギーの本格的な普及には、欧州並みの
実質的な発送電分離（所有権分離）を実現し、高い自
然エネルギー導入目標を設定した上で、その実現に
向けた電力システムの改革が必要である。自然エネ
ルギーの発電所を優先的に送電網につなぐ「優先接続」
と優先的に電気を供給する「優先給電」の双方が重要
と考えられ、欧州ではすでに実施されているルール
である。自然エネルギーの本格的な導入に必要な「優
先給電」が十分に検討されないまま原発や石炭火力
など既存電源が優先されたり、オープンアクセスと
して法制化されている「接続義務」の系統接続ルール
が電力会社によって骨抜きにされるなど、根拠が不
透明な「接続可能量」や過大な「工事負担金」、既存電
源や電力会社の計画を優先した「空き容量ゼロ回答」
などによって実質的に接続が拒否されている問題が
ある。
　一方で、比較的大量の太陽光発電を系統に接続し
ている九州電力では、需要の低い休日（2017年5月14日）
のお昼ごろに自然エネルギーの割合が需要に対して
87%（太陽光72%）に達し、火力の抑制や揚水発電など
の活用で需給の調整が十分にできることを実証して
いる4。ただし、会社関連系線は十分に活用されてい

ない。
（ISEP 松原弘直）
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3 バイオマス産業社会ネットワーク「バイオマス/バイオ燃料利用における持続可能性推進に向けて」http://www.npobin.net/Biofuel.htm
4 ISEP「2017年度第1四半期の系統電力需給にみる自然エネルギーの割合の推移（速報）」http://www.isep.or.jp/archives/library/10523
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　全国市区町村再生可能エネルギー政策アンケート に
おいて、再生可能エネルギーの利用に関する課題（問４「あ
なたの自治体で、再生可能エネルギーの利用の課題となっ
ていることは何ですか。」）を尋ねた。ここでは2014年の前
回調査の結果と比較して示す。
　2017年調査で最も多い回答は「必要となるノウハウや
経験が不足している」（今回29%←前回30%）であった。
FIT法の施行後に地上設置型の太陽光発電が急速に
拡大する一方で買取価格が低下したため、今後の展開
にはノウハウや経験が重要であり、地域主体による新規
参入はなおさら難しい。地域主体による小水力やソーラー
シェアリングなどの新たな取り組みが増えているが、ノウハ
ウや経験を持った主体は少ないため、継続的に課題とし
て認識されていると考えられる。
　2014年調査で最も多かった「事業の資金調達が難しい」

（24%←32％）は低下した。地域金融機関の融資増加や
クラウドファンディングを含め、自然エネルギーへの資金調
達手法が多様化してきたことの反映と見られる。一方、実
務的には系統制約の問題から新規事業への資金調達
が難しくなる地域が今後も増える恐れもある。
　今回の調査で大きく増加した回答として、前回と文言は
若干異なるが「事業者と周辺住民とのトラブルが発生す
る恐れがある」（24%←12%）や「地域の景観に悪影響を
与える恐れがある」（22%←15％）が挙げられる。別項で
紹介しているようにメガソーラーをはじめとして自然エネルギー
と地域のトラブルの報道が増えていることが大きく影響し
ていると考えられる。また「現在の固定価格買取制度の
買取価格が低いこと」（10%←5%）も倍増しており、太陽
光を中心に買取価格が下がっていることは広く認識され
ている。
　今回の調査で減少した回答として、「農地転用をはじめ
とした許認可手続きが煩雑なこと」（8%←19%）も挙げら
れる。ソーラーシェアリングの増加に伴い、課題としての認
識が薄らいだと考えられる。
　同じく減少した項目として「系統（送電線網）への接続
が難しい」（17%←22％）があるが、2014年より系統制約
が厳しくなっていることを踏まえると、基礎自治体での認識
が不十分である可能性が高い。

　全国市区町村再生可能エネルギー政策アンケートでは
地域内での自然エネルギーの普及を念頭に置いた選択
肢となっているが、今後自治体で考えるべきトピックはさら
に拡大していくであろう。別項で書いたように、自治体新
電力により住民や地域事業者に自然エネルギー割合が高
い電気を供給することも新しい政策手法の候補となってい
る。さらに、パリ協定の発効により、中長期的に自治体の
CO2排出もゼロを目指すことになるため、公共建築物での
省エネと自然エネルギーの導入は前提として、それでも必
要な電力や熱は自然エネルギーを外部から購入すること
が有効となる。また省エネルギーや自然エネルギーの選択
を促す普及啓発分野でも、環境省から発表されたナッジ
事業 （行動経済学に基づく行動変容を促す情報発信）
が成果をあげれば、新しい手法が適用される可能性もある。
こうした様 な々進展が同時並行で起こる一方で、自然エネ
ルギーを含む環境担当部署と他の部署間での縦割りの
問題などは依然として存在しており、複数の分野にまたが
る総合的な解決策の立案・実行には多くの困難が控えて
いる。地方自治体と地域のエネルギー主体との連携も限
られたままである。
　自治体のエネルギー政策の確立に向けて課題は多いも
のの、可能性も大幅に拡大している。

（ISEP 山下紀明）

自治体の自然エネルギー政策の課題

1 一橋大学自然資源経済論プロジェクト・法政大学持続性学研究会・ISEP・朝日新聞社が全国市区町村再生可能エネルギー政策アンケート（1382 団体が回答、回収率
79%）

分散型の自然エネルギーが普及し、自治体新電力が次々と増える中、地方自治体にとってエネルギー
部門での役割・責務が拡大している一方で、人員やノウハウの不足は否めない。かつては多くの地
方自治体にとって、電力や再エネを対象とした施策は、温暖化防止のための普及啓発活動や太陽光
パネル・太陽熱利用システムへの補助金が中心であり、環境部署の担当でできることが中心であっ
たが、自治体が自然エネルギーを扱える範囲は大幅に拡大しており、それに伴い課題も増えている。

0.07

0.13

0.12

0.1

0.15

0.32

0.3

0.11

0.09

0.12

0.19

0.08

0.16

0.22

0.21

0.2

0.05

0.03

0.07

0.13

0.04

0.24

0.12

0.22

0.24

0.29

0.09

0.08

0.07

0.08

0.06

0.06

0.01

0.12

0.17

0.08

0.16

0.15

0.1

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

2017

2014

図31：自然エネルギーの利用の課題についての自治体の
回答（前回調査との比較）1



15

1 安田陽「送電線に「空容量」は本当にないのか？」京都大学再生可能エネルギー経済学講座コラム、2017 年 10 月 2 日
2 電力広域的運営推進機関（OCCTO）広域系統整備委員会
3 全国ご当地エネルギー協会「全国の「エネルギーの地産地消」推進に向けた送電線利用ルール（空容量ゼロ・工事負担金等）の改善の申入れ」2017 年 10 月 3 日

（１）電力系統の空容量ゼロ問題
　2016年5月末、東北電力は北東北3県（青森、岩手、秋
田）及び宮城県気仙沼地区の東北北部エリアで、系統連
系に係る連系可能量がゼロとなったことを公表した。これ
により、東北北部エリアにおける自然エネルギーの新規の
連系接続が実質的に不可能となった。いわゆる「東北電
力ショック」は、北東北で事業を計画する自然エネルギー
事業者を中心に大きな衝撃を与えた。東北電力は更なる
系統連系の拡大には系統増強が必要とのスタンスを示し
ており、電源案件募集プロセス等を通じて、系統増強が行
われることとされている。しかし、東北電力が想定した280
万kWの募集要領に対して、1,500万kW以上の申込み
があり、想定潮流の合理化により連系可能量を450万kW
程度まで増やすことが可能である。
　他方で、東北北部エリアの電源接続案件募集プロセス
は、長期の工期を要する大規模なものになることが見込ま
れる。そのため、東北電力は工事期間中においても連系
可能となる当面の系統運用の検討が必要との考えを示し、
当面の暫定的な措置で新規の連系接続を認めることとなっ
ている。
　こうした、自然エネルギーの電力系統への接続に際して、
各地域の系統制約により空容量がゼロになる「空容量ゼ
ロ問題」は東北電力管内に留まらず、全国各地で多発し
ている。しかしながら、経済産業省はまだ実態の解明と解
決に向けた調査には乗り出しておらず、一般送配電事業
者によるデータの公表はまだ不十分であり、会社間ごとに
公表の度合いに差が見られる。
　そもそも、系統の空容量は系統の全体の容量から想定
潮流を差し引いたものであるが、一般送配電事業者は通
常考えられる条件で最も負荷がかかる状態を想定潮流と
している。東北電力に当てはめれば原子力発電の再稼働
はされておらず、少なくともその分の負荷がかかっていない
と考えられ、東北電力の基幹系統の「実際の利用率」は
低いと見られている。地内基幹送電線運用容量・予想潮流

（実績）及び地内基幹潮流実績データを用いて、東北北
部エリアの実潮流データに基づく空容量の分析を行った
結果、分析対象の基幹系統では、いずれも利用率が20%
未満であり、10%未満のものも見られたと試算している。
　この問題の解決のためには、発電所ごとの想定潮流等の
情報公開が必要で、系統運用の見直しが不可欠である1。
　電力広域的運営推進機関（OCCTO）において策定され
た広域系統長期方針では想定潮流の合理化等の取組の
方向性が示され、日本版コネクトマネージが検討されている2。

（2）電力系統の工事費負担金問題 
　空容量ゼロ問題と同じく系統接続関係で大きな問題と
なっているのが、発電事業者が一般送配電事業者から過
大な系統接続工事費負担金を請求される「工事費負担
金問題」である。発電事業者が一般送配電事業者から
自然エネルギーの接続の際に系統制約がない場合でも、
発電設備費等の事業費を超える連系工事費負担金を請
求される、数年にわたる長期間の工事期間を提示されるな
どといった状況が表面化してきており、この問題も各地で
多発している。2016年3月にOCCTOが基幹系統の一般
負担上限額を設定して以降も、目に見えて発電事業者側
の負担が減少しているとは言い難い。
　この工事費負担金問題の具体例としては、①東北電力
管内の自然エネルギーの発電事業者が計画した20万kW
の風力発電事業に対して、東北電力より事業費の3倍に
当たる300億円の連系工事費負担金を請求された事例、
②中国電力管内の自然エネルギーの発電事業者が行っ
た1,200万kWの太陽光発電事業に対して、中国電力か
ら事業費の2倍以上となる6億円の連系工事費負担金を
請求された事例、③中国電力管内で地方自治体も参画し
た400kWの太陽光発電事業に対して中国電力から事業
費の約4倍に当たる4億円の連系工事費負担金を請求さ
れて地方自治体の首長が問題を指摘すると70万円まで下
がった事例などである。
　空容量ゼロ問題及び工事費負担金問題の発生を重く
見て、一般社団法人全国ご当地エネルギー協会では、会
員団体を対象として「電力系統接続に関する実態調査」
を実施した。同調査では、会員団体の事業において、11
事業のうち10の事業で、提示された工事費負担金が固定
価格買取制度の調達価格の前提として示された平均値
や、OCCTOの定める一般負担金の上限額を大きく上回っ
た。また2017年10月3日には経済産業大臣に対して、空容
量ゼロ問題および工事費負担金問題の解決に向けた申
し入れ書を提出した3。
　工事費負担金問題の解決に向けては、電力広域的運
営推進機関による指導・監督や一般送配電事業者による
積算根拠の明示が不可欠である。他方で、総論としては、

原因者負担（ディー
プ）から公共的負担

（シャロー）への移
行が自然エネルギー
の普及に向けて不
可欠になっている。
（ISEP 道満治彦）

電力系統への接続問題

図32：東北北部エリアの基幹系統の空容量の変遷
（出所：東北電力ホームページ）
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　2016年4月から始まった電力小売全面自由化。
　震災・原発事故を受けて決まった電力システム改革の
一つのステップであり、市民・消費者にとって大きな変化で
ある。1年半経って、どこまで進んだのか、何が課題なの
か見ていきたい。

（1）電力小売り全面自由化の進捗状況
　2017年9月末時点で、低圧分野のスイッチング（旧一般
電気事業者から新電力への切り替え）件数は、全国で約
458万件、全体の7.3％となった。地域別には東京電力管
内が10.5％、関西電力エリアが9.8％と高くなっている1。
　ただ、切り替え先を見てみると、その上位はガス会社系
や携帯電話会社系、石油会社系などの新電力が占めて
いる。
　一方販売電力量で見ると、新電力のシェア（低圧・高圧
全体）は自由化前（2016年3月）の約5％から2017年8月時
点で12.1％まで高まっている。これは、当初の想定（経済
産業省は、2020年時点の新電力シェアを10％と仮定して
いた）よりは高いということができる。

（2）再生可能エネルギー（FIT電気含む）を重視する新電
力の登場と現状
　電力自由化に伴い、環境・エネルギー政策の観点から
注目されたのは、再生可能エネルギーを重視する新電力
の登場と、消費者による選択である。
　再生可能エネルギーを重視する新電力は、電力自由
化開始当初は多くはなかったが、その後各地に続 と々登
場している。以下、その特徴により四つに分けて見ていく。

①自治体系新電力
　自治体が出資もしくは運営に関与する電力会社である。
各地に誕生、さらに多くの自治体が検討を行っている。自
治体の公共施設などへの供給を中心として一般家庭へ
の供給を行うところはまだ少数だが、2015年に発足した中
之条パワーやみやまスマートエネルギーに続き、将来的に
は住民への供給を視野に入れるところも多い。目指すとこ
ろは再生可能エネルギーの地産地消であるが、域内を中
心とした再エネ調達の確保が課題である。公共施設等で
の太陽光発電に加え、清掃工場の廃棄物バイオマス発
電や域内の水力発電、連携する他自治体の協力を得ら
れるか、などがカギとなっている。また、地域の高齢者の
見守りサービスや子育て支援、社会福祉など、地域の課

題解決と結び付けやすいことが特徴である。

②民間事業者による地域新電力
　地域のガス会社や再エネ事業者など民間会社が既存
顧客のつながりも活かして運営する地域新電力。地域活
性化や地域の再エネ利用を掲げている場合が多い。ガ
ス会社等が将来を見据えた経営の多角化のための新電
力事業も開始する場合や、再エネの設備等を扱う会社が
新電力事業を開始する場合等がある。自治体の公共施
設への供給など、自治体系新電力に近い形で自治体と連
携する場合も多い。

③生協系新電力
　生活協同組合が運営する新電力。消費者が組合員と
して出資運営する生協組織では、食の安全を確保するた
めに共同購入を実施する中で、環境やエネルギー問題に
ついても、運動として取り組まれてきた。電気についても原
子力や化石燃料ではなく自然エネルギーを中心とした電
気の共同購入は自然の流れであり、各地の生協が次 と々
電力販売を開始している。事業所の屋根の太陽光発電
や組合員の出資による自然エネルギーなどを調達・販売す
る場合が多い。販売対象は組合員のみである。

④再エネ事業者等による地域横断的新電力
　再エネ事業者等の民間会社による地域横断的な新電
力。再エネ設備事業などによる既存の地域横断的な、もし
くは全国的なつながりをベースとしている場合が多い。比
較的規模の大きい会社やベンチャーとして成長している
会社などがあり、再エネ比率やサービス、広報宣伝、独自
の環境取り組みなどで独自色を打ち出している。

（3）再エネを重視する新電力を評価するポイント
　再エネ重視を打ち出す新電力は多数あるが、それらを
比較評価するうえで重視するポイントがある。

①電源構成などの情報開示
　電源構成などの透明でわかりやすい情報開示は、「環
境にやさしい」電気を選びたい消費者にとって前提となる
重要事項である。電力自由化に向けた制度設計にあたっ
て、多数の消費者団体や環境団体も、電源構成開示を
義務化すべきと訴えてきた。
　ところが現在、再エネや地産地消を掲げる電力会社の

電力自由化と再エネ重視電力会社の選択
〜パワーシフトの現状と課題〜

1 総合資源エネルギー調査会、電力・ガス基本政策小委員会（第 6 回）資料 3-1「電力小売全面自由化の進捗状況」
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中にも、電源構成情報が未開示もしくは開示しない方針
であるところも少なくない。電力会社の積極的開示を求め
るため、消費者からの声も引き続き重要である。

②石炭火力や原子力の調達に関する方針　
　大手商社やガス会社、石油会社等で、再エネの開発
や調達に積極的な一方、石炭火力発電の開発や調達に
も関わっている場合もある。ベースロード電源市場や非化
石価値取引市場を通じて原子力の調達も視野に入れて
いる場合もある。現在調達している再エネ（FIT電気含む）
の割合だけでなく、総合的に判断する必要がある。
　
③調達する再エネの持続可能性
　FIT制度により近年、パーム油バイオマス発電やパー
ム椰子殻（PKS）発電、輸入の木質バイオマス発電など、
持続可能とは言えないバイオマス発電の認定が急増して
いる課題がある 。また一部、山林を開発するような大規
模なメガソーラー発電も問題となっている。「再エネを重
視する新電力」といっても、これらのような再エネが中心と
なっていないか、注意が必要である。　
　このように、まずは電源構成などの情報開示を前提とし
たうえで、その数字だけで判断するのではなく、電力会社
の中長期的なビジョンや再エネ調達方針などを確認する
必要がある。

（4）再エネを重視する新電力会社が抱える課題
　再エネを重視する新電力は各地に立ち上がっているが、
多くの課題を抱えていることも事実である。
　一つは再エネ調達の壁である。日本で再エネの設備容
量はようやく増えてきたもののまだ全体の約8%（2016年度、
大型水力を除く）である。しかもそのほとんどを旧一般電
気事業者が持っているため、再エネ新電力の多くが調達
に大変苦労しているのが実情である。連携による共同調
達や自治体の再エネ電源の調達、新規開発などに取り組
んでいるが、容易ではない。
　もう一つは、顧客獲得の壁である。資本力の差により
大々的な広告宣伝ができず、価格競争では大手にかなわ
ない中、どう差別化するか。再エネを重視する顧客に出
会うのは、通常は容易ではないため、消費者や環境団体
などが再エネ新電力を応援したり、情報共有の場を作った
りしていくことが引き続き欠かせない。
　2015年3月に環境団体・消費者団体のネットワークでス
タートしたパワーシフト・キャンペーンでは、再エネを重視す
る電力会社を可視化し、消費者の選択を促すことを目指し、
活動を続けている1。
　2017年11月現在24社の電力会社を紹介し、各電力会
社の特徴やインタビュー記事をウェブサイトで公開している。

消費者の関心は比較的高く、各地で関連したセミナーや
勉強会が開かれている。
　趣旨に賛同する企業も複数あり、2017年度は「パワー
シフトした企業・事業所」の促進と可視化に注力し、交流
会等を開催している。このような市民、事業者による連携
した取り組みが重要である。

（5）電力自由化の負の側面
　電力自由化が再エネの拡大につながるかと言えば、必
ずしもそうではない。競争が生まれることで、各社とも「少
しでも安く」販売しようとし、そのために安価な電源を求める。
電力システム改革、電力自由化の議論が始まった2012年
以降、燃料費が安いとされる石炭火力発電の新規建設
計画が相次いでいる。2017年10月現在、46基（うち4基は
すでに稼働）、原発約20基分（約2,000万kW）にも相当す
る計画が日本全国にひしめいている 。石炭火力発電は、
SOx、NOxや水銀、PM2.5の排出で大気汚染・健康影響
が懸念される。また温室効果ガス排出も、「高効率」と言
われるものでも天然ガスの約2倍である。
　仮に日本で40基以上の石炭火力発電所がこれから建
設されるとすれば、パリ協定の実現に世界が動く中、国際
的にも先進国としての責任を放棄することとなってしまう。
電力業界は、「非化石電源」を活用し、発電1kWh当たり
の温室効果ガスの排出を天然ガスレベルに抑えていくとし
ているが、この「非化石電源」には原子力が含まれる。こ
の大義名分により、原子力の再稼働や40年超の運転も推
進されようとしている。日本では石炭火力発電の新規建設
と原子力とがセットで推進されるという構図が鮮明であり、
世界の流れとは全く逆行している。
　消費者の「安さ」の選択が、こうした流れを後押しして
しまう恐れがある。だからこそ、安さではなく再エネや地域
を重視するビジョンで選ぶ消費者の姿勢が重要であり、そ
のような選択を広げていく必要がある。

（国際環境NGO FoE Japan 吉田明子）

図33：自然エネルギー供給を目指す小売電気事業者一覧
（出所：パワーシフト・キャンペーン）

1 パワーシフト・キャンペーン http://power-shift.org/ 
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（1）気候変動被害の顕在化
　気候変動は、すでに世界及び日本において、気候災害
という形で極めて甚大な人的被害をもたらしている。
　例えば、各新聞報道などによると、2017年夏には、ヨーロッ
パで気温40度を超える地域が続出し、米国南西部では
52.8度を記録した。また、世界各地で大規模な山火事が
発生し、ポルトガルの山火事では61人が死亡、クロアチア
の山火事では4,500 haが消失している。2017年8月に、カ
リブ海諸国や米国フロリダ州を襲ったハリケーン・ハーベイ
では、少なくとも60人が死亡、3万2,000人が避難を強いら
れた。続くハリケーン・イルマは、カリブ海諸国で少なくとも
40人が死亡したほか、米フロリダ州では洪水が相次ぎ、周
辺の州も合わせておよそ730万戸が停電した。2017年12
月には、米国カリフォルニア州で大規模な山火事が発生し
ている。
　日本でも、2017年7月に福岡県と大分県を中心として発
生した集中豪雨では、両県を中心にした合計約51万7,900
人に避難指示や避難勧告が出された。最終的な犠牲者
は、福岡県で31人、大分県日田市で3人の計34人であった。
また、一部損壊以上は計199棟、床上床下浸水は計464
棟の住宅被害が発生した（消防庁発表 2017年9月8日）。

（2）パリ協定に逆行する日本の石炭火力発電
　2015年、気候変動枠組条約第21回締約国会議

（COP21）がフランスのパリにて開催され、パリ協定が採択
された。パリ協定では、長期的目標として産業革命以降の
気温上昇を2℃以下に抑制するという、いわゆる2℃目標が
設定され、1.5℃以下に抑制するよう努力することにも言及
された。
　2℃目標などの達成のためには、石炭火力発電の利用
を先進国では即時停止、途上国でも新設を禁止するレベ
ルの対策が必要である。そのため、現在、多くの国が石炭
火力発電所の建設禁止・抑制などの脱石炭火力政策を取
りつつある。
　しかし、日本は逆に石炭火力発電所を増やそうとしている。
すなわち、日本では新設計画が2012年以降50件あり、4件
がキャンセルされたものの、残りの46件が計画・建設・稼働
中である。先進国の中でこのような石炭火力発電所建設
計画があるのは日本のみであり、このままでは日本がパリ協

定のもとでコミットしている温室効果ガス排出削減目標（2030
年度に2013年度比で26％減）の達成が困難なものになる
可能性がある。

（3）COP23での国際交渉
　2017年11月にドイツのボンにおいて気候変動枠組条約
第23回締約国会議（COP23）が開催された。今回のCOP
はフィジーとドイツが共同議長国をつとめており、気候変動
の被害を受ける国々の意見が強く反映されることが期待さ
れた。会議の成果としては、①パリ協定実施ルールの交渉
加速に合意、②各国の温室効果ガス排出削減目標の上
積みを促す対話プロセス「促進的対話（タラノア対話）」を
来年の１年間をかけて実施することで合意（「タラノア」は
意思決定の透明性を意味するフィジー語）、などが挙げら
れる。
　しかし、気候変動枠組条約が始まって以来の南北対立
が解消されることはなく、逆に対立が強くなった感もあった。
また、パリ協定の実施要項を具体的に決定するために膨
大な作業は先送りされた。
　多くのCOP23参加者が口にしたのは「今回のCOPで
は非国家アクター（自治体、企業、市民団体など）の存在
感が強かった」という感想である。具体的には、2050年ま
でにエネルギーを100％自然エネルギーで供給すると宣言
する自治体や企業のパフォーマンスがCOP23の交渉会議
場外で目立っていた。

世界と日本の気候変動政策の動き
2015年12月にパリで開催されたCOP21において気候変動問題の国際的な枠組みとしてパリ協定が
採択され、2016年11月には発効した。このパリ協定の実現に向けて、世界各国での100％自然エネ
ルギーへの取り組みに期待が集まる。その一方で、世界の脱炭素化の流れに逆行するような動きも
あり、多くの課題も見えてきている。

写真：2017年10月1日に営業運転を開始した仙台パワー
ステーション1

1 関西電力と伊藤忠系列会社の合弁による石炭火力発電所　https://sendaisekitan.wordpress.com
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　また、米国のように温暖化対策に否定的な国がある一方、
英国、カナダ、フランスなどに米国とカナダの州政府などを
加えた27の国と地方政府は、COPの場で石炭火力発電
を廃止することを宣言し、石炭廃絶の実現のために企業な
どを加えた連合組織を発足させた。ゴア前米副大統領が
名指しで日本、中国の海外石炭火力支援を非難したことも
注目された。

（4）気候変動訴訟
　国連環境計画（UNEP）によると、現在、20カ国以上で
約900件の気候変動関連の裁判が起きている。この中で
最も有名かつ画期的なのは、オランダの市民団体である
Urgendaが「オランダ政府はより野心的な温室効果ガス
排出削減数値目標を持つべき」と訴えた裁判であり、2015
年6月にオランダ・ハーグの地方裁判所は市民団体の訴え
を認める判決を下した（オランダ政府は控訴）。また、2017
年11月には、ニュージーランドの地方裁判所が、ニュージー
ランド市民による前政権の温暖化政策不備に関する訴え
を認めた。
　このような気候変動裁判の動きは、COPでの「損害と被
害」に関する交渉とも連動している。2015年のCOP21では、

「損害と被害」で先進国と途上国が激しく対立し、最終的

【コラム】映画「日本と再生～光と風のギガワット作戦」

　河合弘之｢監督｣と企画監修の飯田哲也が、日本と世
界を駆け巡り、自然エネルギーの歴史を切り拓いたパイオ
ニアや最前線で挑戦する人 を々訪ね歩き、 創りあげられた
映画「日本と再生」は、今この瞬間に起きている世界のダ
イナミックな変化を描いているドキュメンタリー映画である

（2017年2月公開）。自然エネルギーが実用化していること
はもちろん、これほどまでに急速に普及し、 大きな変化を起
こしている現実を目の当たりにして大いに驚くことになるが、

「人類史第四の革命」とさえ呼ばれる、ダイナミックかつ世
界史的なエネルギー転換であり、日本ではほとんど知られ
てこなかった。それどころか、原発再稼働に固執する日本は、
その大きな歴史的な変化に背を向けて「逆走」している日
本に、危機感すら覚えることになる。幸い、歴史は周縁か
ら地域から変わるという教訓のとおり、日本各地で様々な
挑戦や希望の芽も始まりつつある。エネルギー転換の歴史
を「逆走」している日本だが、今ならまだ間に合うはずである。
自然エネルギーへの変化は避けられないだけでなく、豊か
な日本の未来を約束してくれるのだから。

参考リンク： 
http://www.nihontogenpatsu.com/story-comment 

には、痛み分けと言いうる結果となった。今後は、気候変
動枠組条約交渉の内外で、温暖化の被害者が加害者の
法的責任を問う訴訟活動などを通して「損害と被害」、そ
れに伴う「責任と賠償」の具体化や制度化の要求はより強
まると予想される。
　実は、日本でも気候変動関連の訴訟が起きている。具
体的には、宮城県の仙台港に建設され10月１日に正式稼
働した石炭発電による仙台パワーステーション（関西電力
と伊藤忠系列会社の共同出資）に対して、筆者を含む地
域住民124名が原告団を組織して操業差止めを求めてい
る裁判がある（2017年9月27日に訴状提出）。同様に、2017
年12月14日には、兵庫県の神戸でも市民団体が神戸製鋼
と関西電力による石炭火力発電所建設に対して公害調停
申請書を提出した。
　非国家アクターの活動や司法に訴える活動が多くなるこ
とは、気候変動枠組条約下での政府による交渉が進展し
ていないことの裏返しでもある。立法や行政に対する期待
が難しい中、このような市民や企業からの異議申し立てが、
温暖化対策や国際交渉の進展にどのような具体的影響
を与えるのかは大いに注目される。

（東北大学 明日香壽川）
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　2010年代に入ってからの急速な世界の自然エネルギー
導入量の増加と、それに伴うコストの低下や産業としての
成熟を背景として、2010年代中盤には「自然エネルギー
100%」の概念は政策立案者や専門家、実務者の間で「新
しい常識（New Normal）」となった。こうした認知レベル
での変化は、自然に現れたというよりは、政策立案の場や
国際会議、メディア等で様 な々イニシアチブが複層的に「自
然エネルギー100%」の言説を積み重ねてきたことによる。
　環境エネルギー政策研究所、世界未来協議会、世界
風力エネルギー協会を中心として、世界の様 な々自然エネ
ルギー関係機関の協働によって2014年に設立された「世
界自然 エネルギー100%キャンペーン（Global 100% 
Renewable Energy Campaign）」は、3年にわたって世
界各地の事例や研究成果を集約して情報発信し、ステー
クホルダーの対話の場を数多く立ち上げ、政策立案者へ
の働きかけなどを行ってきた1。そして、その成果は2015年
のパリ協定合意に貢献した。　
　2017年5月、キャンペーンは、世界の自然エネルギー推
進の流れをさらに加速するため、「世界自然エネルギー
100%プラットフォーム（Global 100% Renewable Energy 
Platform）」として、ドイツ・ボンにて法人設立された（日本
からは環境エネルギー政策研究所が創設時理事として参
加）2。これは、すでに自然エネルギーの大幅な普及が「新
しい常識」となったことを象徴する一つのマイルストーンと
見ることができる。
　また、日本国内でもこうした動きを活発化すべく、CAN-
Japanの運営（事務局：環境エネルギー政策研究所・気候
ネットワーク）のもと、日本版の「自然エネルギー100%プラッ

トフォーム」の活動が始まっている。2017年3月10日には、ス
テファン・シューリグ氏（100%自然エネルギー世界キャンペー
ン／世界未来評議会）を迎えたイベント「100%自然エネル
ギー推進円卓会議」が開催され、9月5～6日には、ラッセ・
ブルーン氏（Climate Action Network International グ
ローバルキャンペーンリーダー）を迎えたイベント「動き出す
100%自然エネルギーイニシアティブ」が開催されている。
　これにあわせて、日本版プラットフォームのWebサイト

（go100re.jp）が2017年9月に開設されている3。このWeb
サイトでは、自然エネルギー100%を宣言している自治体や
企業などをマップ上に表示するほか、自然エネルギー100%
に関連するニュースやレポート、書籍、映像などを集約し、
取り組みの進捗や情報を可視化することを目指している。
　今後、このプラットフォームのもとで様 な々主体が連携し、
日本国内でも「自然エネルギー100%」が新しい常識となっ
ていくことが期待されている。

（ISEP 古屋 将太）

写真：2017年5月8日、ボン（ドイツ）において設立イベント
と署名式

写真：Global 100% Renewable Energy Campaignより

1 Global 100% Renewable Energy Platform http://www.go100re.net
2 ISEP「「世界自然エネルギー 100% プラットフォーム」法人設立のお知らせ
3 100% 自然エネルギー・プラットフォーム http://www.go100re.jp/

図34. 世界100%自然エネルギープラットフォーム参加
メンバー（2017年11月現在）

【トピックス①】100%自然エネルギー世界プラットフォーム
と国内展開
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　前年度に続き、2017年度も自然エネルギーと社会的合
意をめぐって、より議論の声が高まっている。従来の風力
発電、太陽光発電の地域トラブルに加えて輸入バイオマス
によるバイオマス発電についても持続可能性の点からの
懸念が高まっている。
　メガソーラーの地域トラブルについては「自然エネルギー
白書2016」でも示した通り、メガソーラー設置に伴うトラブ
ルが増加している。2017年4月からの新FIT法により法令
及び条例の遵守が義務付けられ、条例により手続きや周
辺地域の同意について定めることで乱開発に歯止めをか
ける効果が得られるようになった。つまり、改正FIT法によ
り自治体は事業者の適切な開発を誘導することが可能と
なっており、自治体の責務は高まっている。また事業別の
ガイドラインにおいて周辺地域住民との適切なコミュニケー
ションが推奨されているが、法的拘束力を伴うものではな
いため、事業者の姿勢に負うところが大きい。また発電事
業者の情報が自治体のみならず一般に公開されるように
なり1、今後事業者名、代表者名、設備区分、出力、所在
地が明らかになるため、トラブルが発生した際に周辺住民
がどこに連絡するべきか不明という状況は大幅に減ると
考えられる。
　2016年3月に発表した「研究報告　メガソーラー開発に
伴うトラブル事例と制度的対応策について」ではメガソーラー
を中心に50カ所のトラブル事例をもとに状況を整理した2。
その後、2017年3月までのトラブル事例の収集をまとめるとト
ラブル事例は64カ所に増加している（図35）。
　長野県内では、周辺住民の反対が続いている89MW
の計画と、撤退を決断した24MWの事例がある。どちらも
元々の土地は共有地であり、土地を所有する住民と事業
者は計画を推進することで合意していたが、周辺住民は
水害や土砂災害の懸念などから反対の意思を示していた。
前者の事例では、過去に水害が起こった地域であること、
また希少植物が存在する湿地帯自体は保存されるものの
周辺の斜面が太陽光で囲まれる予定となることから、下流
の住民が継続的な活動を行っている。この事例は長野県
が定める環境アセスメントのプロセスに入っている。後者
の事例では町の環境保全条例に基づき、開発行為によっ
て影響を受ける周辺地域の同意を得るために、事業者は
説明会などを開いていた。その後、周辺自治区の反対決
議が出され、2016年末に事業者は撤退を決めた。
　メガソーラー開発に伴う地域トラブルの根底には、過去
のリゾート開発やゴルフ場開発などでも繰り返されてきた日
本の土地開発規制の課題が潜んでいる。例えば農地の

開発は農地法により厳しく制限されているが、林地につい
ては開発が比較的容易である。こうした状況を放置すれば、
10年後にはまた別の開発ブームが起こり、景観や防災面
から問題のある土地利用が行われる可能性が高い。
 また全国市区町村再生可能エネルギー政策アンケート 
の地域トラブルに関する項目の結果を示す。自治体にある
再生可能エネルギー施設について地域住民等からの苦
情やトラブルについて尋ねた項目では、「過去に発生して
いたが、現在は発生していない」（14%）、「現在、発生して
いる」（11%）となっている。2014年の前回調査では前者が
7%、後者が3％であったことから、いずれも大幅に増えてい
る。さらに「発生している、あるいは今後発生が懸念され
る苦情やトラブルは、具体的にはどのような内容ですか」と
いう項目の回答（複数回答）を図36に示す。多い順に景観、
光害、騒音、土砂災害、住環境の悪化、低周波振動、敷
地内の雑草の管理となっており、その多くが太陽光発電に
関係していると考えられる。景観は眺望の良い地点での
大規模開発、光害は太陽光パネルの反射、騒音はパワー
コンディショナーの音、土砂災害は山林の開発、住環境の
悪化は住宅地などでの小規模開発、敷地内の雑草の管
理はメンテナンスが行き届いていない開発、といった具合
である。ただし、景観については風力発電への懸念がある
ように、他の自然エネルギーへの懸念が含まれる項目もあ
るが、自由回答の記述とメディアでの掲載状況を合わせて
検討すると懸念の多くが太陽光発電に関係していると考
えられる。　　　　　　　　　　　  （ISEP 山下 紀明）

【トピックス②】自然エネルギーと社会的合意形成

1 再生可能エネルギー事業計画認定情報公表用ウェブサイト 2017 年 9 月 15 日時点　https://www.fit-portal.go.jp/PublicInfo
2 ISEP「メガソーラー開発に伴うトラブル事例と制度的対応策について」 www.isep.or.jp/library/9165 
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図35. 2017年3月
までの太陽光開発に
伴うトラブル事例

（出所：ISEP調べ）

図36. 発生中また
は今後懸念される
苦情やトラブル

（出所：ISEP調べ）
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（1） ソーラーシェアリングを巡る情勢
　2012年7月に再生可能エネルギー電気の固定価格買
取制度（FIT）が導入されて以降、国内で太陽光発電が
急速な伸びを見せる中で、「営農型発電」あるいは「営
農継続型発電」と呼ばれる、農地で営農の継続を前提と
した自然エネルギー発電設備が広まりつつある。特に、営
農型太陽光発電、ソーラーシェアリングと呼ばれる農地に
支柱を立てて営農を継続するタイプの太陽光発電設備は、
一定の社会的認知を獲得しつつある。
　現在、農地を転用して設置する方式の太陽光発電設
備は、農水省資料では2015年度時点で既に28,818件、
5,464.4haとなっており、多くの農地が発電事業のために
雑種地などへ用途転用されてしまっている実態が明らか
となった。エネルギー自給率の向上と同様に、食糧自給率
の向上も求められる我が国において、食料生産基盤であ
る農地を完全転用しての太陽光発電設備の設置の是非
については、今後議論すべき余地があると考えられる。ソー
ラーシェアリングは、一定の条件を満たせば原則として農
地の用途転用が認められない甲種・第1種農地でも太陽
光発電設備の設置が可能となることから、国内に450万
haある耕作地を自然エネルギー事業にも活用する道を拓
く画期的な仕組みである。

（2）適応作物の拡大
　国内で少なくとも1,000件近くのソーラーシェアリング導
入事例がある中で、水田・畑・果樹園・牧草地と幅広い農
地で実績が積み重ねられ、発電設備の下で栽培される
作物も多様化しつつある。米、麦、大豆などの穀物類の
ほか、葉物野菜や根菜、みかんやブルーベリーなどの果
樹にも適用が広がってきており、それぞれ農業者による創
意工夫がなされていて、作物によっては品質の向上や収

穫量の増加といった効果も上がっている。

（3）営農に適した発電設備の設計と耐久性
　2015年夏に発生した九州における台風被害で、太陽
光発電設備におけるパネルの飛散といった損壊事故が
多発したことを受けて、太陽光発電設備の設計に関する
JIS規格の見直しが行われたほか、2017年度に施工され
た改正FIT法の中で設備の設計に関する事業者の責任
がより明確化された。ソーラーシェアリングの場合は、架台
の高さが通常の野立ての太陽光発電設備よりも高くなり、
また設備下部での営農のために筋交い構造にも留意す
る必要がある架台構造も、従来はソーラーシェアリング発
案者である長島彬氏の推奨による、単管パイプを利用し
たものが主流であったが、野立て用の設備で一般的に使
われているアルミやスチールを使用した事例も増えつつあり、
特に高圧連系以上の大型のものについては電気保安の
観点からも十分な耐久性を備えた設計が要求されている。

（4） 自然エネルギーと農業の新しい関係を築く
　農林水産省は、2013年度から自然エネルギーの活用に
よる農山漁村振興を図るための施策を打ち出してきており、
ソーラーシェアリングもその一類型と見ることができる。地
域で農業者が積極的に関与する形での自然エネルギー
事業を普及させようとする取り組みがあるものの、例えば
同法では荒廃農地を野立ての太陽光発電事業用地とし
て利用し、その収益から他の農地における農業振興を図
るといったスキームが想定されており、太陽光発電以外に
も風力発電や小水力発電にも活用できる。農業者自身が
自然エネルギー事業に取り組むことによって所得の向上を
図り、安定した収益を得ながら新しい農業手法の模索や
作物の多品種化、農業後継者や新規就農者へのバトン
タッチといった動きを取ることも期待される。究極的には、
自然エネルギーによって農村地域がエネルギーと食料の
供給地となっていくことも可能であり、コミュニティパワーの
新しいモデルとしても期待される。

（千葉エコ・エネ
ルギー株式会社 
馬上 丈司）

【トピックス③】ソーラーシェアリングの普及と進化

写真：水田におけるソーラーシェアリングの例
（出所：井川町営農型太陽光発電設備初号機〔秋田県南秋田
郡井川町〕筆者撮影）

写真：小型トラクター
による農作業の様子

（出所:匝瑳市飯塚地
区〔千葉県〕筆者撮影）
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　2017年6月7日、REN21（21世紀のための自然エネルギー
政策ネットワーク）は、世界の自然エネルギーに関する最新
状況を取りまとめたレポート「自然エネルギー世界白書
2017」を世界同時公表した。自然エネルギーの世界の最
新状況をまとめたこの包括的な報告書は、環境エネルギー
政策研究所（ISEP）の 提案と編集責任 で2005年に
REN21が創刊して以来、毎年発行されてきており、2014
年に創設10周年を迎えたREN21の重要な年次報告書と
して、12回目のレポートとなる。

　REN21 （本部：フランス・パリ）は、2004年に設立され、
国際的な自然エネルギー政策に関する多様なステーホル
ダーをつなぐネットワーク組織であり、2014年に創設10周年
を迎えた1。

　「自然エネルギー世界白書」“Renewables Global 
Status Report”2は、REN21が世界の自然エネルギーの
包括的な状況を把握し、自然エネルギーがエネルギー市
場や経済発展の面で主流となっていくという現実と理解を
結びつけていくことを目的として発行しているレポートである。
世界の自然エネルギー市場、産業、政策の現状について、
世界で最もよく参照されるレポート（年次報告書）になって
いる。2005年からエリック・マーティノー（Eric Martinot, 
現在はISEPシニア・リサーチフェロー）のイニシアティブによっ
てはじまったこのレポートは、世界中の研究者、各国政府、
国際機関、NGO、業界団体、その他パートナーシップやイ
ニシアティブの協力によりデータが収集されている。ISEP
は初刊の2005年版から作成に協力し、創刊から3年間は
エリック・マーティノーが編集責任を負い、継続的に日本か
らのデータを調査・整理してこの世界白書にインプットすると
ともに、継続的に日本語への翻訳をおこなっている。日本
語翻訳版はISEPのホームページからダウンロードすること
ができる。

特集「自然エネルギー世界白書」: 
http://www.isep.or.jp/library/1959

　2016年は自然エネルギー発電設備の新規導入量で新
たな記録が生まれた。新規導入量は161GW（1億6,100万
kW）に達し、世界全体の自然エネルギーの累積の発電設
備容量は2015年末から約9% 増加し、2,017GW（20億
1,700万kW）近くに達している。太陽光発電は約47%も設
備容量が増加し、風力発電は34％、水力発電は15.5％設

備容量が増加して後に続いた。このような自然エネルギー
市場の記録的な拡大にもかかわらず、投資額は前年から
23%減少したが、発電設備のコスト低減が進んでいること
を示している。

　自然エネルギーは最も発電コストが安い選択肢となって
きている。デンマーク、エジプト、メキシコ、ペルー、アラブ首
長国連邦での最近の買電契約では、自然エネルギーによ
る電気がkWhあたり5セント以下となる場合もあり、各国で
の化石燃料や原子力の発電コストより自然エネルギーが
充分に安いことが示されている。

　世界の化石燃料と産業由来のエネルギー起源CO2排
出量は、世界経済の3％の成長とエネルギー需要の増加に
もかかわらず、3年連続で同水準であった。これは第一に
石炭消費量の減少によるものであるが、同時に自然エネル
ギーの発電設備容量の増加とエネルギー効率の改善も寄
与している。

　変動する自然エネルギーの発電（風力や太陽光）の割
合を高めて統合していくことは、化石燃料や原子力などの

「ベースロード」電源がなくとも、電力系統の国際連系、セ
クター・カップリング（電力と熱・輸送燃料等との連携）や
ICT、エネルギー貯蔵システム、電気自動車、ヒートポンプ
などにより電力システムの柔軟性（フレキシビリティ）を十分
に備えることで達成できる。

REN21「自然エネルギー世界白書 2017」

REN21「自然エネルギー世界白書 2017」（GSR2017）

1 REN21 “Renewable Energy Policy Network for the 21st Century”http://www.ren21.net/ 
2 REN21 “Renewable 2016 Global Status Report” http://www.ren21.net/gsr
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　この「自然エネルギー白書2017　サマリー版」は、日本における自然エネルギーの本格的な普及を目的
とし、認定NPO法人環境エネルギー政策研究所によって編纂・発行されています。編纂にあたっては、外
部協力者に執筆を担当して頂いており、この場を借りて厚くお礼申し上げます。また、環境エネルギー政
策研究所のスタッフも調査・執筆を担当し、インターン・ボランティアにも協力して頂いており、感謝致
します。
 

協力：一般社団法人 全国ご当地エネルギー協会
　　　パワーシフト・キャンペーン

表紙写真：
左上：福島県内の太陽光発電とひまわり
左下：千葉県内のソーラーシェアリング（匝瑳メガソーラーシェアリング第一発電所）
右上：北海道の市民風車（厚田市民風力発電所）
右下：100％自然エネルギー世界プラットフォーム設立イベント（2017年5月）
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